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D-257 超音波検査（断層撮影法）（本態性高血圧症） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、本態性高血圧症のみの病名で頚動脈に対する超音波検査

（断層撮影法）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 超音波検査（断層撮影法）により、頸動脈の内膜中膜厚（IMT）を測定

することは動脈硬化を客観的に捉えることができ有用であるが、頸動脈疾

患を疑う病名がなく本態性高血圧症のみでは過剰であると整理した。 

 


